
会議録 

1 
 

令和５年度 第１回市川市男女共同参画推進審議会 

開催日時 令和５年７月２０日（木）  

       １０時００分～１１時４０分 

開催場所 男女共同参画センター ５階 研修室ＡＢ 

石川課長 それでは、ただいまより令和５年度第1回市川市男女共同参画推進審議会を開

会いたします。 

本日は１５名中１１名の委員が出席されており、市川市男女共同参画社会基本

条例施行規則第五条第５項の規定により、委員の半数以上が出席しておりますの

で、本会議が成立いたしました。 

 また、会議は公開することが原則とされており、本日の議題はいずれも非公開

情報に該当する事項はございません。公開とすることに賛成の方は挙手をお願い

いたします。 

委員一同 【了承】 

石川課長 それでは、会議は公開とすることが決定いたしました。 

それでは、傍聴人が入室します。 

傍聴人 【入室】 

石川課長 それでは初めに、会長及び副会長の選任でございます。 

市川市男女共同参画審議会基本条例施行規則、第５条第１項において、審議会

に会長及び副会長各１人を置き、委員のうちから互選すると規定されておりま

す。どなたかご意見のある方いらっしゃいますか。はい、松尾委員。 

松尾委員 はい。これまでのご経験からも聖徳大学の相良委員が適任と考えます。 

石川課長 はい、ありがとうございます。相良委員を会長にとのご意見がでましたが、皆

様いかがでしょうか 

委員一同 【了承】 

石川課長 相良委員、いかがでしょうか。 

相良委員 わかりました。お引き受け致します。 

石川課長 ありがとうございます。 

それでは、本審議会の会長を相良委員に決定させていただきます。 

稲垣主幹 相良会長は、席の移動をお願いいたします。 

資料等につきましては、お席の方に置いてありますのでそのままで結構です。 

相良委員 【移動・着席】 

石川課長 それでは会長、就任にあたり、一言ご挨拶をお願い致します。 

相良委員 皆様こんにちは。聖徳大学の相良と申します。 

前年に引き続いて、この審議会の一員として、何らかの貢献ができたらいいと

思います。委員の皆様、ご協力よろしくお願い致します。 

石川課長 ありがとうございました。 

それでは副会長の選出に移りますが、ここからの進行は会長に引継ぎを致しま

す。 
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相良会長 それでは次に、副会長を決めてまいりたいと思います。 

私の方から、和洋女子大学の丸谷委員にお願いしたいと思いますが、皆様いか

がでしょうか。 

委員一同 【了承】 

相良会長 ありがとうございます。 

丸谷委員いかがでしょうか。 

丸谷委員 はい、わかりました。お引き受けいたします。 

相良会長 ありがとうございます。 

稲垣主幹 副会長は、席の移動をお願いいたします。 

丸谷委員 【移動・着席】 

相良会長 副会長就任にあたり、一言ご挨拶をお願い致します。 

丸谷副会長 丸谷充子と申します。どうぞよろしくお願い致します。 

今年度から委員を仰せつかりましたので、いろいろとわからないこともあるか

と思いますが、皆様とご一緒に市川市のなかで男女平等ということに、理解が深

まるように尽力して参りたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

相良会長 ありがとうございました。 

委員の皆様にも順番に自己紹介をお願いできればと思います。 

新井委員 保健推進をしております新井と申します。 

２０１５年から、市川市保健センターの方で、保健師さんのサポートとして、

３ヶ月の赤ちゃんのご家庭や、転入してこられたご家庭を訪問して、産後のその

後のお母さんと、このお子さんの様子を伺うということをしております。 

自分の担当の地区の何軒かなんですけれども、その中で、そのご家庭で最近パ

パが大活躍してくれている姿勢が見えているので、そういうところではすごく参

画されてるかなと感じております。 

 どうぞよろしくお願いします。 

門倉委員 人権擁護委員の門倉と申します。 

幼稚園、小学校の人権教室、中学校の人権講演会、最近はコロナで出来ていな

かったのですが６月の人権擁護委員の啓発活動とか１１月の市民まつりでの啓

発活動を行っています。 

よろしくお願い致します。 

藏 委員 藏 理恵と申します。普段は非常勤として大学で教えています。それから司法 

通訳として千葉地検と千葉県弁護士会で通訳をしております。よろしくお願い致

します。 

佐野委員 昭和学院短期大学の佐野と申します。 

今年３年目になります。学校教育等の立場で、主に何かできればいいなと思っ

ております。 

よろしくお願いします。 

中村委員 市川商工会議所の中村きよみでございます。 

引き続きでございますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 
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西依委員 国際交流協会の西依と申します。前期に続きよろしくお願い致します。 

国際交流協会といいますと、姉妹都市、都市交流のイメージを強く持たれてい

る方も多いと思いますが、それはもちろんあるのですが、市川市民の中の外国人

も１万人を超えまして国籍も多種多様です。 

その軸足が、彼らの日本語教育、外国人相談窓口、通訳、翻訳の仕事だとか、

そのシステムの方に明らかに軸足が変わってきているというふうに認識してお

りまして、こちらの審議会は密接な関係があると思っております。よろしくお願

いいたします。 

松尾委員 社会福祉協議会の松尾と申します。 

社会福祉協議会自体は様々な地域福祉事業を行っておりますが、私個人として

も、働く女性として子育てをして参りましたので、何かお役に立てればと思って

おります。 

 よろしくお願いいたします。 

松本委員 市民の松本と申します。普段は会社員で都内で働いております。 

江東区の男女共同参画フォーラムが毎年行われるのですが、そちらにボランテ

ィアとして係わっております。市川市の男女共同参画についてのお手伝いをした

いと思って参加しております。どうぞよろしくお願い致します。 

本橋委員 弁護士の本橋と申します。 

多様性社会推進課の方で実施している女性のための法律相談の相談員の方も

担当させていただいておりまして、月に２回市民の方の法律相談をお受けしてお

ります。どうぞよろしくお願い致します。 

相良会長 皆様、ありがとうございました。これからどうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、次第により会議を進めます。 

議題１、市川市男女共同参画基本計画第７次実施計画の年次報告についてで

す。事務局から報告をお願いします。 

石川課長 はい、それでは報告させていただきます。 

市川市男女共同参画第７次実施計画における令和４年度の年次報告書につい

てご説明いたします。着座にて失礼いたします。 

資料１をお願いします。 

本日の報告は、市川市男女共同参画社会基本条例第９条において「本計画にお

ける施策の実施状況は、市川市男女共同参画推進審議会に報告するとともに、市

民に公表するものとする。」と規定されておりますことから、ご報告をさせてい

ただくものです。 

 ２ページをご覧ください。年次報告に関する説明です。 

 第７次実施計画年次報告は、進行管理事業について、目標値とその実績から「十

分達成できた」から、「不十分だった」までの４段階で評価をすることとしてお

ります。 

 ３ページの体系図をお願いします。 

 こちらが、市川市男女共同参画基本計画の体系図となります。 

 主要課題が８、個別課題が２４、施策が７８に体系化されており、この基本計
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画に基づき、第７次実施計画が策定されております。 

 第７次実施計画では９５の事業を設定しており、そのうち、他の関連計画等に

進行管理を委ねている関連事業が６７事業あります。第７次実施計画で進行管理

していく２８の事業について、その概要を４ページから７ページに一覧で纏めて

おります。 

それでは８ページをご覧ください。主要課題ごとのまとめで、市川市e-モニタ

ー制度によるアンケート項目を成果指標とし、それに係る令和４年度の結果及び

その達成率を記載しております。なお、使用課題１のみ、対前年度上昇率を達成

率としております。 

 主要課題１、あらゆる分野への男女共同参画の推進です。成果指標を、左から

二つ目の欄にありますが、市の政策や社会のあらゆる分野において男女共同参画

が進んでいると思う人の割合としており、この成果指標は、第７次実施計画より

新しく採用したものです。進んでいると思う割合ですが、令和元年１０月の現状

値、左から三つ目の欄ですが２４％に対し、令和４年度の結果は、一番右の令和

４年度欄の上段が結果ですが、２４％と令和元年１０月の現状値と同じ結果とな

りました。 

 対前年度と比較しますと、２ポイント上昇しております。なお、同アンケート

において、そう思う２４％、そう思わない３７％に対し、わからないと回答する

人の割合は３９％となっており、いずれも上回る結果となっております。男女共

同参画社会という用語自体は、高い認知度となっているものの、男女共同参画が

市のどの政策にどのように取り入れられているのか、また、社会のどの分野にお

いて、どの程度浸透しているのかということがわかりにくいことに原因があるの

ではないかと分析しております。わかりやすいという着眼点も意識し、周知等の

広報活動や今後の講座等の企画をして参ります。 

次に主要課題２、男女共同参画の意識づくりと教育の推進では、成果指標の目

標値、右側の令和４年度の欄の下段が目標値となっておりますが目標値２２％に

対して、結果は１２％の方が、男女の地位は平等になっていると回答し、目標値

を下回る結果となりました。 

同アンケートでは、男性が非常に優遇されている、どちらかといえば男性が優

遇されている、と感じている方が、合計約６６％を占めており、これは前回の６

７％を１ポイント下回りましたが、ほぼ横ばいの結果となっております。 

次世代を見据えた男女平等教育の推進や情報の発信により男女の地位が平等

であると実感できる人が増えるよう、また、社会制度や慣行が、男女の活動の選

択に対して及ぼす影響ができる限り中立的なものとなるよう、今後も様々な機会

を通じて啓発を行って参ります。 

次に主要課題３、ワーク・ライフ・バランスの推進による職場における男女共

同参画の実現では、目標値８５％に対して、７７％の方がワーク・ライフ・バラ

ンスという言葉を知っているという結果となりました。 

現状値は左から三つ目の欄で、６９．８％を上回ることができましたが、目標

値には及ばない結果となっております。 
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 ワーク・ライフ・バランスとは、個人個人の仕事と生活の調和の先にある人生

の各段階に応じた多様な生き方を選択できる社会制度を目指す取り組みです。コ

ロナ禍以降、テレワークの普及等で働き方が見直される動きもみられたことも影

響していると思いますが、現状値から大幅な上昇となりました。引き続き、より

多くの人に知っていただく取り組みを今後も継続して行って参ります。 

次に主要課題４、男女が協力し、支え合う家庭の確立と福祉の充実では、成果

指標の目標値及び結果ともに、５５％の方が、夫は外で働き女は家を守る方が良

いという考えに反対するという結果となりました。当該項目では目標値を達成す

るとともに、現状値４４．７％から大きく結果を伸ばすこととなり、性別役割分

担意識の解消が各世代において徐々に浸透してきていることの表れと捉えてお

ります。 

 しかしながら、まだ４割以上の方が夫は外で働き、妻は家を守る方がよいとの

考えであるともいえることから引き続き幅広い世代に対し、周知と啓発を継続し

て参ります。 

次に主要課題５、生涯を通じた健康支援では、目標値７４％に対し、結果は７

０％となりましたが、多くの方が健康のために、何らかの取り組みを行っている

ことがわかりました。 

 今後も、健康増進の観点から、市民の健康の保持増進の取り組みを支援します。 

次に主要課題６、人権を侵害する暴力の根絶では、目標値１００％に対し、９

６％の方が、ＤＶは人権侵害である、と認識していることがわかりました。人権

侵害の認識やＤＶを含む暴力は決して許されるものではない、との考えが着実に

浸透してきていると実感できる結果となりました。今後もより多くの方に正しい

知識を持っていただけるよう、啓発に努めてまいります。 

次に主要課題７、男女共同参画社会の形成を目指す国際的協調の推進では、目

標値６６％に対し、５０％の方が、市川市は外国人が安心して暮らせるまちであ

ると考えている、という結果となり、現状値６１．４％と比較したとしても、下

回る結果となりました。 

また、同アンケートではわからないと回答された方が３３％でありました。 

市内には多くの外国籍の方が生活されていることから、より一層の多文化理

解、生活者としての外国人の安心安全や、人権への配慮が推進されるよう努めて

まいります。 

最後に主要課題８、男女共同参画を推進する体制の整備では、目標値及び結果

ともに９０％となり、多くの方が、男女共同参画という用語を知っているという

結果になりました。 

 引き続き男女共同参画の必要性について、啓発紙や講座、講演会等を通じて今

後も広く周知してまいります。 

続きまして、個別の事業報告です。 

９ページ以降につきましては、各事業において、計画期間である、３ヵ年の進

行状況を比較できるように作成したもので、令和４年度は３ヵ年の最終年度とな

ります。 
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これから個々の進行管理事業についてご説明させていただきますが、重点事

業、新規事業及び、女性活躍推進法の推進計画の実施事業として位置付けられて

いる事業を中心に、抜粋でのご説明とさせていただきます。 

９ページ左側をご覧ください。 

１、各種審議会等への女性委員の登用の推進です。 

令和４年４月１日現在の女性委員の割合が３０．８％であったことを受け、目標

数値に達していない審議会等に対し、改善計画書の提出を求めました。 

 残念ながら、女性委員のいない審議会等も存在しています。 

今後も委員の改選時期等、適切なタイミングで要請を行い、女性登用が促進さ

れるよう、積極的に働きかけを行ってまいります。 

右側をご覧ください。 

２、女性職員の管理職登用の推進です。 

女性職員の上位職昇任への意識啓発として、令和4年度は、女性職員のうち、副

主幹職を対象に、女性職員研修を実施いたしました。 

管理職昇任試験における女性の受験割合は、主幹職選考試験で５％、課長職選考

試験では２２．４％となっております。市職員における女性管理職の割合は２３．

１％となり、昨年度と比較して上昇しております。 

 女性職員研修による意識改革と並行して、働きやすい職場環境の整備に取り組

むことで、管理職昇任試験受験者の増加を目指すとともに、管理職としてのやり

がいを伝える機会や、受験への不安だとか悩みを共有できるようなロールモデル

についても増やしていきたいと考えております。 

１０ページ左側お願いします。 

３、市川市女性人材登用台帳活用の促進です。令和４年度におきましても、開

催のあった講座やセミナーの講師等に女性人材台帳への登録を依頼しました。 

 台帳の活用でございますが、令和４年度において、ワーク・ライフ・バランス

等の講座で、台帳登録者から講師を依頼し、講演を実施しております。 

 台帳への登録者を増やすとともに、より活用しやすい台帳となるよう整備を行

い、積極的な活用が図れるよう今後も働きかけを行ってまいります。 

続けて右側をご覧ください。 

４、市職員への男女共同参画に関する研修の実施です。 

令和４年度にオンラインで実施した二つのワーク・ライフ・バランス講座では、

市の職員も受講可能な講座といたしました。 

 市職員全体で男女共同参画意識の底上げが図れるような研修等を今後も実施

して参ります。 

１１ページ左側お願いします。 

５、政治分野における男女共同参画推進のための情報発信です。 

令和３年６月、政治分野における男女共同参画推進に関する法律の一部を改正

する法律が施行され、セクハラ、マタハラ等への対応が新設されるなどの改正が

ございました。 

また、市川市議会において、市川市議会会議規則の一部の改正がなされており、
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これまで、第２条の欠席の届出におきまして事故、出産、配偶者の出産時という

文言のみの記載でありましたが、改正により、公務、疾病、育児、看護、介護等

の文言が付け加えられております。 

 このように、国や市川市議会におきましても議員の両立支援体制が図られつつ

あります。 

 多様性社会推進課では、令和４年度も市民向け男女共同参画情報紙で政治分野

における男女共同参画について情報発信を行いました。 

国の動向や市の取り組みについて、本事業を通し引き続き情報発信を行って参

ります。 

続けて、右側をご覧ください。 

６、男女共同参画センター使用団体の活動支援ですが、令和２年度及び令和３

年度の実績、所管課自己評価、取り組み状況について、一部訂正がございます。 

まず、令和２年度の実績の団体数でございますが、お手元の資料は、訂正した

ものとなっておりまして、訂正前は３７３団体としていたところを３６２団体に

訂正したものです。 

また、令和３年度の実績の、団体数ですが訂正前は、５７１団体としていたと

ころを３５０団体に訂正をしております。 

それに伴い、所管課自己評価も訂正が必要となりまして、訂正前は「十分達成

できた」としているところを訂正しまして、「不十分だった」にしております。

この令和３年度の実績数につきましては、毎年新年度の団体登録を年度末に行う

のですが、その新年度分を一緒にカウントしてしまったという誤りでございま

す。申し訳ございません。 

別紙正誤表をお付けしていますが、別紙正誤表の１枚目をご覧ください。。 

今ご説明した３ヶ所、上から三つでの訂正に加えまして、令和３年度の取組状

況における延べ利用者数も正誤表のとおり訂正しております。 

年次報告の訂正は以上ですが、加えて、令和３年度実績、団体数です。こちら

については、第８次実施計画における現状値として数値を採用しておりますこと

から、第８実施計画についても、訂正が必要となります。 

別紙２正誤表２枚目をご覧ください。別紙正誤表の通り５７１を３５０に訂正

させていただきます。 

今後このようなことがないよう十分注意して事業を行って参ります。 

資料１に戻りまして、１２ページ左側をお願いいたします。 

７、市民・使用団体等への男女共同参画情報発信です。 

令和４年度は情報紙を４回発行したほか、男女共同参画週間、ＤＶ防止強化月

間、人権週間に合わせ、広報紙やウェブサイト上での情報発信を行うとともに、

実施予定の講座やイベントに関する情報提供を行いました。 

今後もＳＮＳなど、より多くのツールを活用しながら情報発信を行って参りま

す。 

１３ページ右側をお願いします。 

１０、発行物における表現の配慮に関する情報の発信です。 
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日々発信される様々な情報や表現の中には、現在でも固定的性別役割分担を見

てとれることがございますが、そのような表現には、抗議の連絡が来るなど、男

女差別への問題意識は社会的にも共有されるようになってきております。 

当課では、市職員向け多様性社会推進レターにおいて、性別役割分担意識につ

いて情報発信をおこなっており、今後も継続した情報発信により、啓発を行って

参ります。 

１４ページ左側をお願いします。 

１１、ＬＧＢＴに関する理解促進のための啓発です。 

本事業は第７次実施計画における重点事業、並びに新規事業として位置付けて

おります。 

 また、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解

の増進に関する法律が本年の６月２３日に公布及び施行されたところです。 

多様な生き方が認められ、誰もが暮らしやすい世の中となるよう、当課では、主

に人権の見地から、情報紙の配布により情報発信や、講座の実施を行っており今

後も理解促進と差別の防止に関する周知啓発を継続し、人権意識の醸成を図って

まいります。 

１７ページ左側をお願いします。 

１７、就労支援に関する講座等の実施です。 

令和４年度は、育児や介護、地域活動等のバランスをとりながら、復職や休職

を検討している女性を対象に、就労支援セミナーをオンラインにて２回開催いた

しました。 

 女性活躍推進法を踏まえ、ハローワークや関係部署、支援団体等と連携しなが

ら、より有益な講座となるよう今後も内容を工夫して実施して参ります。 

続きまして、右側の１８、事業所等へのワーク・ライフ・バランス推進啓発で

す。 

 この事業は、ワーク・ライフ・バランスや男女共同参画の推進に関する啓発を

行うもので、令和４年度も市民、企業、市職員を対象としたワーク・ライフ・バ

ランス及び、家庭や職場でのコミュニケーション講座の2講座をオンラインにて

実施いたしました。 

 今後も、庁内外の関係部署や関係団体と連携して、ワーク・ライフ・バランス

の推進に取り組んで参ります。  

１８ページ左側をお願いします。 

１９、市職員へのワーク・ライフ・バランス推進に関する情報発信です。 

主に職員課が主体となり、職員みんなで支え合い計画に基づく情報発信が１１回

実施されております。職員に対しての妊娠出産時における休暇やその他の休暇取

得に関する制度の周知や、ノー残業の周知等です。 

令和４年度は、職員みんなで支え合い計画における数値目標に対し、男性職員

の育休取得の項目については、良い結果となったものの超過勤務と年次休暇取得

の項目では、目標達成に至っておりません。 

 長時間労働の是正や、年次有給休暇の積極的な取得など、職場環境を改善しな
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がら、市職員が安心して就労を続けられるよう取り組んで参ります。 

２１ページ右側をお願いします。 

２６、外国人への相談対応です。 

本事業は第７次実施計画における重点事業、並びに新規事業となります。 

前の計画である第６次実施計画では、在住外国人と日本人の交流機会の提供を

目的として、参加型による異文化交流会等を実施し、事業内容としておりました

が、第７次実施計画では、生活者としての外国人に目を向け、外国人の人権に配

慮した取り組みを実施することといたしました。 

男女共同参画センターで実施している女性のためのあらゆる相談では、外国人

の方からご相談を寄せられることがございます。 

 このような現状を踏まえまして、相談時の通訳者派遣にかかる費用を予算計上

しております。なお、令和４年度は、通訳派遣の実績がございませんでした。 

今後も、言語だけではなく、文化の違いにも配慮した、相談支援を行えるよう

努めてまいります。説明は以上となります。 

相良会長 事務局からの報告は終わりました。 

何かご意見がございますか。はい西依委員。 

西依委員 ９ページの右側の、女性管理職の比率の問題ですけれども、これは唯一と言っ

ていいぐらい、市役所の意思で何とかできるのではと思っているのですが、他の

意識調査というのは、市役所が頑張ってもなかなかそうならないところはもちろ

んあると思うんですが、これについては市長をはじめ、市の意思で何とかしなけ

ればいけないことだと、何とかできることだと思うのですね。 

目標自体が非常に低いということで、本来、人口比であるべきだというところ

からスタートして、国も非常に遅れてますけれども、人口比からスタートして目

標値を据えていく、何年後にはここに持っていくぐらいの目標を持って、必ず実

行して行くということによって、市の本気度がわかるということだと思います。 

 市の本気度示す最も重要な指標であると思いますので、ここは何とかしていた

だきたいですね。多くは市長さんの仕事だと思うのですが、よろしくお願いした

いと思っております。 

相良会長 ありがとうございます。 

今、西依委員のご質問に対し、事務局から説明ありますでしょうか。 

稲垣主幹 西依委員の言われる通りかなと実感しております。本当に、若干ではあるんで

すが、女性の管理者比率も上がっているところで、一気に上がるのは難しいので

すが、徐々にでも、確実に上げていきたいなと考えています。当課だけの力では、

成し遂げられないところなので人事部門等と連携しながら進めていければと考

えております。 

西依委員 本当は、市長さんの仕事だと思います。 

相良会長 松本委員お願いいたします。 

松本委員 女性の管理職登用に関してですが、役所の中で生じる話として、今でも適用さ

れているのかわかりませんが、私の両親が公務員で、市役所に勤めていたんです

が、災害時に役所の職員が災害対策として出勤して、その場で業務にあたってい
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ただくという状況なんですが、その際に男性職員からまず呼ばれる、出勤しなさ

いといわれる。女性の職員が後回しになってしまう。基本給等は基本的に男女同

じ差別はない、基本的に同じなのだけれど、災害時に男性から呼ばれるというと

ころで、どうしても職員の間で男性が優先だよね、いざという時は男性がまず先

頭に立たなきゃいけないという認識が刷り込まれると言う話を両親から聞いて

いました。 

いま、市川市がそうかどうかわからないのですが、女性が管理職になっていく

ときに、責任ある仕事を女性が引き受けていくということがどうしてもでてきて

しまうと思います。自意識が足りないという言い方を私はあまり好きではなく

て、どちらかといえば阻害していく要因を、何が取り除かれれば昇進試験を受け

てもいいと思えるか、どういう阻害要因が低ければチャレンジしてみようと思え

るのか、というところを実際当事者の職員さんたちにも伺っていただいて、阻害

要因を無くしていく方向で取り組んでいっていただければ無理なく進んでいく

と考えております。どうぞよろしくお願いします。 

相良会長 女性自身の登用への意識、どういう状況であれば手を挙げるのか、というこ

とですがそれに対してはいかがですか。 

稲垣主幹 ご意見ありがとうございます。 

当市の管理職になる場合は、昇任試験を受ける必要があるため、その試験を受

けてもらう必要があり、まずは受験者数を増やしていきたいなと考えているとこ

ろです。 

受けない理由、男女共通するところかとは思うのですが、自信がなかったり、

そういったところで、受けるのを尻込みしまう方も多いかと思います。 

ここ数年行っておりますのが、先ほどの総務部長の挨拶の中にもあったよう

に、女性管理職になる前の方を対象に、研修を行っているところで、今年度につ

いては、ロールモデルとの座談会を開きまして、直に先輩の管理職の女性職員の

声を聞くような機会を設けさせていただいております。 

 その中で、私も駄目だったけど、課の職員の助けがあってできるようになった、   

とかそういった意見もでてきているところなので、そう言ったロールモデルを多

く作って、ロールモデルと交流する機会を作っていきながら、少しでも自信をつ

けてもらえればなと考えているところです。 

相良会長 はい、ありがとうございました。他にご意見は、松尾委員お願いします。 

松尾委員 ９ページ、２は私も非常に気になったところで、まさに西依委員がおっしゃっ

たとおり、市はどこまで本気度出すか、どこまできちんとその数値を上げていく

気があるかというところが、注目される点でもあると思うんですね。 

取り組み状況の中で、特に、主幹の選考試験の割合が非常に低いという気がし

ます。令和３年度７．５％だったのが５％に下がっている気がするんです。そう

いう意味からも、この研修自体、非常に大事だと思うので、継続する必要がある

と思うのですが、やはりそれだけでは、今後数字伸びていかないんじゃないかと

いう気がします。女性って割と完璧主義というか、１００％を求めて、自分の自

信があって初めて手を上げられるっていう、そういう部分もあるので、業務の経
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験、日常業務の中で、もっと経験を積めるような、それなりの責任がある、例え

ばそのプロジェクトチームであるとか、具体的にはわかりませんけど、そういっ

た日常業務の中でもう少し、そういった取り組みを戦略的にもう少しできないの

かなと思います。この研修だけでは、研修は随分前からやっていると思うのです

が、なかなか数字が伸びない、その結果を見ると、やっぱりそれだけでは足りな

いんじゃないかなというのは、この数字からも見えます。中長期的な将来を考え

ると、非常に何か不安な気がしましたので、ぜひ当局の方たちにはそこは努力し

ていただきたいなと思いました。 

相良会長 ありがとうございました。確かにこの主幹職選考試験、５．０％と非常に低い

数字となっておりますが、事務局の方で説明いただけますか。 

石川課長 令和３年度確かに７．５％、受験者数自体が３年度の方が多くて令和４年度少

なかったというのがあるのですが、年によって、やや上下があるものの、あまり

下がっていくというのはよくないなと感じております。 

 松尾委員がおっしゃる通り、普段の業務の中で任せる仕事の中で、もしかした

ら無意識のうちに、選んでしまっている部分はあるのかもしれないので、そうい

った意味ではアンコンシャス・バイアスというか、無意識に選択してしまうよう

なことがないような形というのは、管理職の意識づけとしては大事だと思います

ので、そういうところは、人事部門とも相談しながら、何らかの対応として頑張

っていきたいと思います。 

相良会長 よろしくお願いします。 

はい。松本委員お願いします。 

松本委員 参考になるかわからないのですが、東京都でボランティアをしていた時に係長

職の職員の方が仰っていたのが女性の管理職を増やしていくというのがあって、

同じく管理職に昇進していった女性職員同士で話をしたり悩みを相談したりす

る体制というのがあるんです、と伺ったことがあります。 

私自身も４年前にこちらの委員に就任したときは、まだ平社員だったのです

が、その間に少し昇進して後輩の指導という立場になったときに、やはり平社員

のときと昇進した後というのは悩みの段階が変わってきてしまった、やはり同じ

く昇進した人同士で悩みを相談し合ったり、この仕事をどうやって進めていこう

かとか、後輩への指導に関してもどういう風に指導していったらいいんだろうと

いう相談を、同じ役職者同士で話し合ってきました。 

やはり昇進した後、悩みを相談できる体制を一つ考えていただけると、もしか

したら昇進しても大丈夫、相談できる人が周りにいるから私はやっていけると自

信になるかもしれないと思います。 

相良会長 ありがとうございました。昇進した後も女性同士の話し合いをというお話だ

ったと思います。活発な意見が出ておりますが、そのほかに女性の管理職につ

いは大丈夫でしょうか。 

はい。本橋委員。 

本橋委員 私も、いまの松本委員の意見に賛成でして、昇進を躊躇してしまう理由として、

きっと昇進した後に大変そうだなとか、それでもし自分が上手くできないと周り
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に迷惑をかけてしまうとか、そういうところで躊躇されている方が多くいらっし

ゃるんだろうなということがあると思います。 

昇進した後にこういうサポート体制があるとか、周りがこういう風に協力して

くれる体制があるから、無理しないで相談してねとか、そういう体制が作られれ

ば、自分でもできるかもしれないという気持ちに繋がって、昇進してみよう、選

考試験を受けてみようという方が増えてくるんじゃないかと思います。 

研修などで、ロールモデル座談会など、そういうことをやっていただくときも、

その方が、すごい努力をしてすごい大変な思いをしてるけど頑張ってるよってい

うよりは、こんな自分でも出来たんだよとか、そういう方向性での研修をやって

いただくと多分、研修を受けて、自分には無理そうだとなってしまうと思うと逆

効果だと思うので、自分でもできそうだ、皆さんにもできますよ、というような

方向性での仕組みを作っていただくと、やりたいと思う方が、もしかしたら増え

ていくかもしれないなと思いますので、そういった制度のご検討をお願いいたし

ます。 

相良会長 事務局から何かございますか。 

石川課長 ご意見ありがとうございました。 

相良会長  それでは、他にご意見ございますか。はい、門倉委員。 

門倉委員 素人考えといいますか、ずっと私もここの市役所の女性職員の管理職登用、な

かなか研修をされているのに進まないっていうのは、ずっと感じていたのですけ

れども、先程、市長のやる気というお話がありましたが、例えば、クォーター制

とか、定員制とか、先ほど、皆さんから色々な支援策をという意見がありました

が、ちょっと乱暴かもしれませんが、すでに２３．１％の登用率がある訳ですか

ら、市の職員の女性登用率を、もう２５％にしてしまうとか、そういうことは無

理なのでしょうか。 

相良会長 いかかでしょうか、事務局のご意見は。 

石川課長 なかなか、結構大きな問題で、確かに考え方として、ご意見のあったようにや

ってしまうという考え方もあると思うんですが、ただ今のご意見へのお答えは、

なかなか難しいところです。 

相良会長 ありがとうございました。次に、はい西依委員。 

西依委員 石川課長も大変答えにくいと思いますが、事実として言えば、公務員は公務員

の難しさがあると思いますが、民間では、その女性の登用と男性の登用は、明ら

かに登用が先なんです。登用しなければ何も始まらない。だから、今の無理やり

２５％にしてしまえ、というのは非常にその通りだなと思うんですけど、まず登

用していかないと、皆がその気にならないですよね。民間でも、最初一般の女性

の意識はそうでしたよ。いや、私はもう出世なんていいです、という人がほとん

どだったんですが、だんだんその気になってきて、というのが現実ですから。 

そういう目でも、見てみる必要があると思います。 

相良会長 ありがとうございます。松本委員お願いします。 

松本委員 私自身はクォーター制には反対です。日本とは話がずれてしまいますが、アメ
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リカではアファーマティブ・アクションに対する違憲判決がでました。 

人種によって、アジア系の学生は、高得点をとっても、大学に入学できないと

か、単位が取れない一方で、アフリカ系の黒人系の学生は、点数が低くても合格

してしまう、単位が取れてしまうというのが違憲であるという判決がでたという

事例です。 

アファーマティブ・アクションで、私が個人的に許されると思っているのは、

同じ得点の者が複数名いて、その内１名を合格させなければならないとなったと

きに、マイノリティの方、男性と女性であれば女性の方を合格させます。例えば、

健常者と障害者であれば障害を持っている方を合格させます、という意味のアフ

ァーマティブ・アクションには私は賛成ですが、一律に、枠を決めてしまうと、

女性が枠を占めてしまうという事で反対です。その方が逆に、差別意識が固定化

してしまう。きちんと同じ平等な試験をしたうえで、その結果で判断すべきだと

私は思っています。 

どちらかといえば数字目標を先にするのではなくて、何が阻害要因になってい

たのかというところを、阻害要因が何かは当事者の方でないとわからないところ

があるので、阻害要因を取り除いていって、本来持っている力を発揮していただ

く、スニーカーの中に石ころがつまっていれば、その石ころを取り除いて思い切

り走れるようにするという取り組みの方が必要だと私は考えます。 

相良会長 はい、ありがとうございます。はい、西依委員お願いします。 

西依委員 ちょっとしつこいかもしれませんけれども、それじゃ何十年かかるかわかりま

せんよ。と言いたいですね。 

だから、民間の実績を見ても、現実を見ても、やはりある程度、登用をすると

いう意識を持たないと、トップがですね、そうはなってはいかないというように

思います。 

相良会長 ありがとうございます。他にご意見ございますか。 

クォーター制は議論が賛否両論あるところですが、実際、管理職の市川市の割

合が２３．１％なので、もうちょっとで２５％になって、クォーター制でなくと

もクォーターを達しているというふうになれば、他の自治体にアピールできる結

果になるのではないのかと思います。 

それでは、他の管理職の登用以外のところで何かご意見とかございますでしょ

うか。はい佐野委員。 

佐野委員 自分はですね、教育の立場でお話をさせていただきます。 

１４ページの右側になります。 

未就学児への男女共同参画の啓発ということですけれども、事業概要に関わっ

てしまいますが、保育士や幼稚園教諭を育成している大学に対して、男女共同参

画等、人権意識の重要性について、講義を積極的に導入していただけるように依

頼してはいかがでしょうか。 

 幼児を育成する立場の保育士や幼稚園教諭の意識が高まることが、園児への啓

発に繋がると思いますので、ご提案です。以上でございます。 

相良会長 ありがとうございます。これについては事務局いかがですか。 
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稲垣主幹 ご意見ありがとうございます。小さいうちからそういった男女共同参画の土壌

を築いていく、ということは本当に大切なことだと考えております。 

今後、保育士等の育成に携わる職員等に対しての研修等について、他市や研修

等をおこなっている事例を研究していきながら考えて参りたいと思います。 

相良会長 他にご意見ございますか。はい、松本委員お願いします。 

松本委員 １０、１７ページのワーク・ライフ・バランス講座等ですが、参加人数が９名

ということで市民、職員で９名と書いているのでしょうか。であれば、もう少し

参加していただきたかったなというのと、市の職員の受講に関しては、お休みの

日にプライベートで受けてください。といっても、なかなか気が進まない人も多

いかと思いますので、できれば、業務時間中にこのような研修、講座を受けて、

通勤所要時間として充てていただけると、ちょっとモデル感があって、もう少し

きちんと受けていただけるのかなと思います。 

ページ数を忘れてしまったんですが、イベントに関するキャンセルが多かった

というお話、１２ページ右側ですね講演会・講座に関して、当日キャンセルが多

かったというのはどうしても行政のイベントは、気軽に申し込める分キャンセル

も多いと他の自治体でも聞いています。 

江東区で伺っていた時には、講座の２日前にリマインドメールであったり、リ

マインドの電話をかけているという話がありました。リマインドメールは自動発

信していただけるのですかと聞いたら、システムの制約で手動なんですとおっし

ゃられてちょっとそれは職員さんたちの負担が大きいので、できれば自動発信で

きる仕組みになればいいのにな、というようなお話を伺ったことがありました。

最近は、民間の予約サイト等でも２日前にリマインドメールがきたりというのが

あるので、一つの参考にリマインドでの連絡というのがあるという事をお話しさ

せていただきました。 

相良会長 はい、ありがとうございました。事務局からご意見お願いします。 

石川課長 はい、ありがとうございます。いずれにしても参加者が少ない。 

特に当日キャンセルはコロナとかの部分も多かったのかなと思いますので、参

加者の増加というのは図って行かなければいけないと思っております。ご意見あ

りがとうございます。 

相良会長 それでは、他にご意見等がございますでしょうか。はい、松本委員。 

松本委員 １０ページの左側、市川市女性人材登録台帳活用の促進についてですが、私も

具体的なイメージが未だに浮かばなくて申し訳ないのですが、実績０回がずっと

続いていて、いかがでしょう、これを続けることで職員の方の負担と、得られる

効果との比率といいますか、その辺はいかがでしょうか。別のやり方で、女性の

人材活用が図られるのであれば、この実績が残念ながら無い事業については、見

直しをしても良いのではないかと考えます。 

相良会長 ありがとうございます。事務局からお願いします。 

稲垣主幹 ご意見ありがとうございます。確かに人材台帳の活用は課題であると考えてお

ります。どういったものが良いのか、やるやらないも含めて、どういう物が使い
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やすいものになるのか、今後、課題として考えていきたいと思っております。 

丸谷副会長 人材登録台帳は、どこで登録できるのですか。 

稲垣主幹 多様性社会推進課に台帳を置いておりまして、そこで登録が出来るようになっ

ております。 

丸谷副会長 ネット上でも、できるのですか。 

稲垣主幹 ホームページ上では「台帳があります」という案内をしております。登録は、

登録票を提出いただくことになります。 

丸谷副会長 わかりました。ありがとうございます。 

相良会長 他に何かありますか。はい、藏委員。 

藏 委員 ２１ページの２６番外国人への相談対応、去年は０件でしたので、多分役所に

も外国人相談窓口があるんですね、そこと外国人の相談窓口はどういった関係か

がよくわからない。それから、令和２年度に５件の相談はあったので、その５件

は、最後はどういった結果だったのか。相談時の対応にみんなが納得するかどう

か、納得してもらえないと、相談者が来ないと思いますので、そこがちょっと気

になっています。 

相良会長 ありがとうございます。では事務局の方からお答えお願いできますか。 

稲垣主幹 外国人相談窓口とどう違うかというところですが、男女共同参画センターで行

っている女性の相談の中で、外国籍の方からの相談で通訳が必要であれば通訳を

派遣するという事などが計画の中でありまして、外国人の相談窓口の方は、外国

人の方に特化した色々な相談を行うものとなっています。 

令和２年度の５件につきましては、個人的な部分がありますので詳しくはこの

場で申し上げることは差し控えさせていただきますが、相談を伺い支援をさせて

いただきました。 

相良会長 よろしいですか。はい、それでは松本委員お願いします。 

松本委員 先日、市川市の公式YouTubeで国際交流団体の紹介も含めて、動画がアップロー

ドされていまして、本庁舎と行徳支所で外国人の相談窓口がありますというのが

紹介されていました。拝聴した限りでは、一般的な転入の手続きであったり、お

子さんの学校のことであったり、というのを多言語で教えてくれるという印象を

受けました。相談窓口としては結構整っていると思うので、私個人の考えとして

は在住外国人の方はなるべく日本語を習得して頂いて、ちょっとした事だったら

日本語で周りの日本人の友達とかに相談できるような形で馴染んでいって頂け

るというのが理想かなあと思います。 

また、通訳なしで、日本語で相談できるということになれば、大半は自分自身

で直接日本人向けの相談窓口へ行って、同じように相談に乗ってもらえるという

ことが出てくると思うので、市の施策を広げるという意味でも、日本語を習得さ

せて友人を作っていただいて、そういう所に相談できるという様な状態になるの

が理想かなと考えています。 

相良会長 動画のことも含めありがとうございました。他にご意見がございますでしょう

か。 
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それでは令和４年度市川市男女共同参画基本計画第７次実施計画の年次報告

書についてはこの内容で公表することとして、よろしいでしょうか。 

委員一同 【了承】 

相良会長 ありがとうございます。 

では引き続きまして、議題２、第４次ＤＶ防止実施計画の年次報告についてで

す。事務局から報告をお願いします。 

石川課長 はい。資料２に基づき、第４次ＤＶ防止実施計画における令和４年度の年次報

告書についてご説明いたします。 

２ページをご覧ください。 

第４次ＤＶ防止実施計画では、第７次実施計画の一部分でもありますので、進

行管理事業につきましても、条例第９条に基づき市川市男女共同参画推進審議会

に報告するとともに、市民に公表するものとされております。 

なお、進行管理事業の評価や、年次報告書の構成は第７次実施計画と同様でご

ざいます。 

３ページの体系図をご覧ください。 

本実施計画はＤＶの根絶を基本理念とし、４つの基本目標、９つの取り組み方

向、そして、２８の事業に体系化されております。 

 この２８の事業について、４ページから７ページに概要を一覧でまとめており

ます。 

８ページをご覧ください。 

基本目標ごとのまとめで、市川市e-モニター制度によるアンケート項目を成果

指標とし、それに係る令和４年度の結果及び対前年度上昇率を掲載しておりま

す。 

まず、基本目標１、ＤＶを許さない社会づくりですが、成果指標を、ＤＶを許

さない社会的風潮が高まっていると思う人の割合としており、令和４年度の結果

は、右端ですね、６０％となっており、令和３年度の５４．９％から５．１％上

昇いたしました。 

上昇率としては、９．３％の上昇率となっております。ＤＶについては、ＤＶ

防止法の制定や、必要に応じた一部改正等の制度設計が進むことで、社会的に広

く認知されてきており、アンケートでのＤＶの認知度を問う設問では９４％の方

がＤＶを知っていると回答しております。 

さらに、ＤＶを知っている、及び言葉を聞いたことがあると回答した方のうち、

９６％の方がＤＶは人権侵害であると回答しております。 

 ＤＶの内容について広く理解されているとするならば、そこからさらに一歩踏

み込んでＤＶを許さないということに発想をつなげることができるような、効果

的な周知に努めて参ります。 

基本目標２、安全で安心できる相談体制の充実では、市のＤＶに関する相談窓

口が充実していると思う人の割合を成果指標としております。 

 令和４年度の結果は１１．０％と令和３年度の１１．２％に対し、０．２ポイ

ント下降する結果となりました。アンケートでの市のＤＶ相談窓口の認知度を問
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う設問では、７７％の方が相談窓口を知っている、聞いたことがあると回答して

おります。配偶者暴力相談支援センターの窓口情報は、加害者には知らせず、し

かし、ＤＶ被害者には確実に届けたいという特殊性から、引き続き相談窓口の周

知を工夫するとともに相談者の方には勇気を出して相談してよかったと感じて

いただけるような相談体制の充実を目指してまいります。 

基本目標３、実効性のある自立支援の充実では、市のＤＶに関する支援が充実

していると思う人の割合を成果指標としております。令和４年度の結果は１１％

と、令和３年度の１０．７％に対し０．３ポイント上昇、上昇率が２．８％とな

っております。この設問では、わからないとの回答が７５％でありました。この

回答からも、支援の充実度に関する設問のため、実際に相談や支援を受けた方で

ないと答えられない部分もあるかと思います。 

よって、設定した目標のように、年度ごとに結果が上昇していくことは必ずし

も良い状況であるとは言いがたい項目となります。アンケートでのＤＶ被害の当

事者であるかを問う設問では、１８％の方が１、２度、或いは何度もＤＶ被害に

あっていると回答しております。 

 この１８％の方が、躊躇することなく支援を活用し、早期に自立できるよう、

きめ細やかな支援を継続して参ります。 

基本目標４、ＤＶ根絶の推進体制では、ＤＶ根絶推進のための関係機関、関係

部署相互の緊密な連携が図られていると思う人の割合を成果指標としておりま

す。 

令和４年度の結果は１１％と令和３年度の９．３％に対し、１．７ポイント上

昇、上昇率は１８．３％、となっております。ＤＶ被害者が避難に至る経緯では、

外部機関である、警察やシェルター、児童相談所のほか、市川市役所の子どもや

生活保護の関係部署など、男女共同参画センターの相談窓口だけではなく、様々

な機関、部署との連携が必須となります。 

 この設問につきましても、わからないとの回答が７６％ありました。 

やはり実際に避難支援を受けた被害者でないと答えられない部分もある設問

となりますので、先程と同様、年度ごとに結果が上昇していくことが必ずしも良

い状況であるとは言いがたい項目となります。ＤＶ被害者に配慮した切れ目のな

い支援を実施するため、関係機関、関係部署との共通認識のもと緊密に連携を図

り、市民やＤＶ被害者に安心して相談していただけるような、寄り添った体制づ

くりを構築して参ります。 

続きまして、個別の事業報告です。９ページ以降につきましては、第７次実施

計画と同様の記載方法となります。 

ここでも重点事業と新規事業を中心に個々の進行管理事業についてご説明さ

せていただきます。説明の中で、何点か修正していただく部分がございます。そ

の都度、ちょっと説明をさせていただきたいと思います。 

９ページ左側の１、相談窓口の周知活動です。 

この事業は、ＤＶ相談窓口の案内カード等を市の窓口に配布するなどして、相

談窓口の周知を図るものです。令和３年度より韓国語を追加し、５ヶ国語に対応
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した案内カードを配布することで、あわせて外国人への周知も行っております。

また、配布場所についても、令和４年度も昨年度同様に増加しております。 

相談窓口の情報が、外国人を含めたＤＶ被害者に確実に届くよう、今後も庁外

施設を含め、カードやチラシの配布場所の拡大を行って参ります。 

続けて、右側をご覧ください。 

２、ＤＶ根絶強化月間における啓発活動です。ここで訂正追加をお願いいたし

ます。 

まず、令和４年度の実績でございますが、今、実績７回としているところを、

８回に訂正をお願いいたします。またその１回分が、取り組み状況に入っており

ませんので、追加として、⑧アンガーマネジメント講座につきまして、講座参加

人数２５人と追加をお願いします。 

この事業は、毎年１１月をＤＶ根絶強化月間として、様々な世代に対しＤＶ防

止の啓発活動を行うものです。 

 令和４年１１月の強化月間中には、ＤＶ防止講座として、ＤＶについて知ろう・

考えよう～ＤＶのない社会を目指して～を実施したほか、デジタルサイネージな

ど、各種媒体による広報活動を行いました。今後は子育て世代やシニア世代また

ＤＶ加害者の気づきに繋がるような啓発方法について、工夫をして参ります。 

１０ページの右側をお願いします。 

４、学校におけるデートＤＶ、ストーカーの予防啓発です。令和４年度の本事

業では、市内１６校の高校にデートＤＶのポスターを配布いたしました。 

 特に教職員や生徒自身が、デートＤＶについて正しく理解することで、気づき

や適切な対応がとれるといったことに繋がるよう、今後も継続して啓発を実施し

て参ります。 

１２ページ左側をお願いします。 

７、通報への的確な対応ですが、こちらの訂正がございます。 

取り組み状況の欄のＤＶ防止法第６条に基づく通報を医療機関から６件受けた

とありますが、４件に訂正をお願いいたします。 

続きまして、右側をお願いします。 

８、支援体制強化のための相談計画記録の作成です。 

この事業は、相談があった個々のケースに対する対応等の経過記録を原則当日

中に作成し、相談員と職員が被害者の情報と支援方法を共有することで、支援体

制の強化を図るものです。令和４年度は、匿名相談以外の個人を特定して相談を

お受けした新規相談者４４６名の経過記録を新たに作成し、情報共有を図りなが

ら、個々の状況に応じた適切な対応をとって参りました。 

引き続き情報把握のしやすい相談経過記録となるよう相談員とともに、研鑚に

努めて参ります。 

１３ページ右側をお願いいたします。 

１０、相談員ケース検討会議の実施です。 

この事業は、特に支援が困難であったり、危険度の高い相談者について、相談

員と職員が定期的に情報共有を行い、状況に応じた支援方法を検討することで、
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相談体制の強化につなげることを目的としたものです。 

 令和４年度は週１回の開催を目指しており、目標値に対してほぼ同等回数を実

施いたしました。 

 今後も週１回程度の開催を目指し、相談体制の強化を図って参ります。 

１４ページ右側をお願いします。 

１２、緊急一時保護の実施です。この事業は、現に危険度が高く、緊急性のあ

るケースについて、婦人相談所と連携し、一時保護を実施するものです。 

令和４年度は、市川市全体で１０件の一時保護対応があったうち、市の対応し

たケースは６件でした。 

前回の１０件のうち、暴力発生地、主に自宅ですが、そちらへは戻らず避難の

継続、或いは転居等により、生活再建に至ったケースは４件となっております。    

ＤＶ被害者がＤＶによる身体的、精神的ダメージを受け、緊急一時保護により

生活環境が一変するストレスを抱える状況下において、シェルターへの避難時と

避難後における負担や、不安を少しでも軽減できるような支援を検討すると共

に、シェルター側の担当者とも連携して、当該被害者が先を見通した適切な判断

ができるよう、一時保護におきましても、寄り添った支援を継続して参ります。 

１５ページ右側をお願いします。 

１４、ＤＶ相談担当職員の相談対応能力の向上のための研修の実施です。 

この事業は、相談員や担当職員の相談対応力の向上を目的に、第４次ＤＶ防止

実施計画より、新規事業として取り入れたものです。 

 ＤＶに関する相談では、家庭内の他の問題と複雑に絡み合う事例が多く、困難

な対応を求められる相談も少なくありません。これまで、事業１３にて、内閣府

や千葉県が主催する研修等の活用にとどまっておりましたが、相談対応のさらな

る充実を目指し、令和２年度より男女共同参画センターに外部講師を招き、独自

の研修を継続して実施しております。研修を継続することで、相談対応力すなわ

ち相談室全体の底上げに繋がることを実感しており、今後も同研修の継続開催を

目指して参ります。 

１６ページをお願いします。 

１５、生活再建に必要なＤＶ相談証明書の発行ですが、こちらの訂正をお願い

します。 

 令和４年度の実績報告値、３７５件となっているところを、３８２件に訂正を

お願いいたします。 

続きまして、２０ページ、右側をお願いいたします。 

２４、家庭等における暴力等対策ネットワーク会議の実施です。 

この事業は、ＤＶ、児童虐待、高齢者虐待、障がい者虐待の家庭等における様々

な暴力に対応するため、関係機関、関係部署で構成される最上位のネットワーク

会議で、情報の共有と連携強化を目的に開催するものです。 

今年度につきましては、各機関、部署の協力のもと今月７月１３日に開催し、

令和４年度の実績報告と事例検討が行われたところです。 

 今後も定期的な会議開催を目指し、それぞれの現場での支援によって有益な情
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報交換を行ってまいります。 

２２ページ右側をお願いいたします。 

２８、ＤＶ等、児童全体の関連に関する認知度を高めるための協働・連携です 

ＤＶと児童虐待は非常に密接な関わりがあること、また、いずれの件数も近年

増加傾向にあることなどから、第４次ＤＶ防止実施計画における重点事業、並び

に新規事業として取り入れたものです。 

令和４年度は、市内大学の学生に対し、児童虐待関係部署と連携し、ＤＶや児

童虐待に関する講義を行い、ＤＶと児童虐待は密接に関わり合いがあることの理

解促進を行いました。 

双方の円滑な支援を行う観点からも、ＤＶと児童虐待を切り離すことはできな

いものとして、共通認識を持っていただき、児童虐待関連部署とも連携した取り

組みを今後継続して参ります。 

報告は、以上となります。 

相良会長 事務局からの報告が終わりました。  

何かご意見はございますでしょうか。はい、松本委員。 

松本委員 関連部署との連携であったり、色々な検討を含めていただきまして有難うござ

います。最近のニュースなどを見ていると、子どもを育児放棄で死なせてしまっ

た。 

その前の相談の段階で、育てにくい子どもなのでちょっとだけ預かってほしい

という相談を受けていて、その後、同居している祖母の方から、やはり預りは結

構ですという話があったけれども、そこで介入していれば子どもが亡くなること

はなかった。というような、改善や反省点などもみられたのかなと思います。 

また、事案を細かく分析することにより対応力が向上するということもあり、

そこでの改善すべきことがみえたりすることがあります。 

最近では刑法が改正されまして、不同意性交罪等が明確にされたことにより、

相談件数も増えていくと思われます。世の中が変わったから法律が改正されたと

いう事もありますし、法律が改正されたことにより世の中の人の認識が変わって

いくという事もあり、相談も今後増えてくると思われ、さらに大変なことも多く

なると思いますがよろしくお願いいたします。 

相良会長 ありがとうございました。他にご意見はございますでしょうか。 

はい、松尾委員。 

松尾委員 １５ページ。課長からご説明のあったことで、今回、新規ということでこのよ

うな取り組みが進められていることは非常に良いことだと思っております。 

その相談の中にも、例えば、貧困が絡んでいたり、子供がいれば子供への影響

だったり、高齢者がいれば介護だとか、複合的なものが潜んでいる場合が多くな

ってきているというように言われてきておりますので、こう言った取り組みをし

っかりと進めて頂ければと思います。 

相良会長 ありがとうございます。では、藏委員お願いいたします。 

藏 委員 今、松尾委員がおっしゃったように、市川市にとって、とても良いことだと思

います。ただ私は、過去に何回か提案はしたんですが、ＤＶ加害者更正支援、或
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いは加害者更正相談等も入れた方が良いのではないのかと思います。 

 もちろん、被害者の相談だったら、被害者は加害者に分かって欲しくないので、

役所に相談に来る被害者が多いと思います。 

 一方、加害者は自分が加害者であるか分からないので、自分が加害者であると

いうことを認識して、そこから更正しようかどうするかが始まります。 

まず、どの様に自分が加害者であるかということの自覚を持たせるための、第

三者的な相談を入れるなど、そこを含め考える必要があるのではと思っておりま

す。 

稲垣主幹 ご意見、ありがとうございます。 

ＤＶ加害者の問題は、昨年度、藏委員からご紹介いただきました書籍を、私も

拝読させていただきまして、その中でも、ＤＶ加害者の方の気づきということが

重要だということが記述されておりました。 

 ＤＶ加害者のプログラムの実施に当たりましては、国で昨年度、東京都と大阪

市で、試行のプログラムを実施されていたことがホームページで紹介されており

ました。 

今後、プログラムの実施は大きな動きだと思いますので、被害者の方がこれ以

上の被害を受けないように、考えながら進めていかなければいけないと思いま

す。国や県の動向を注視していく必要があると考えております。以上です。 

相良会長 ありがとうございます。藏委員いかがですか。 

藏 委員 今おっしゃったように、プログラムの実施は大変な労力と時間かかるものなの

で、すぐに出来ないかもしれないのですが、ただし、ＤＶ加害者ということにつ

いて、自分は加害者かどうかということを本人が疑っている場合は、相談を受け

ても良いのではないのかと思います。 

そして、どこかで更生プログラムがあるんだよ、ということをネットで自分で

調べてもいいし、或いは市役所で、幾つかの良いと思われる更正プログラムを、

一応、お勧めするような仕組みを考えてもいいのかなと思います。 

相良会長 ありがとうございます。今の意見について事務局いかがですか。 

稲垣主幹 当センターで、女性の相談を受けておりますので、女性からの相談で自分が加

害者かもといった相談を相談員が受けましたら、情報提供等もできると考えてお

ります。 

相良会長 ありがとうございます。他にご意見等がございますか。はい、松本委員。 

松本委員 エッセイのような本なのですが、『９９％離婚モラハラ夫は変わるのか』とい

う、加害している男性の更正の過程も書かれているし、被害を受けている女性か

らの話もありまして、ここに書かれているアンケート結果を利用させていただき

たいと思っているのですが、女性の方は、被害者支援の団体と繋がっていてくだ

さいということがまず書かれております。 

 加害者の更正に付き合うかどうか、加害者の更正に責任を負ってはいないの

で、どこまで加害者と関わるのかは被害者の考え一つだと思うのですが、読んで

いく中には、加害者の方も変わっていくにあたっては周りの支えがないとなかな

か変わっていくということがうまくいかないということを感じました。 
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これまでに、自分がやってきたことが良くなかった事なんだ、悪い事だったん

だと自覚しても、そこから行動や考え方を変えたりすることを一人で行うという

ことは大変難しいと思いますし、誰かが伴走していくということが必要ではない

のかなと思います。 

例えば、管理職に昇進した時に管理職になったから上手くいくという事ではな

いのと同じように、自分の思考や行動を変えようと思うときに誰か一緒に伴走し

てくれる人、導いてくれる人、言わばメンターという事になるのかと思いますが、

その存在は必要なのだなと思いました。 

それと、前回の審議会だったと思いますが、大野委員から発達障がいとの関連

とも言われていたのですが、発達障がいの事を勉強していくと、確かに周りの目

から見ると独りよがりな思考・言動というのが、やはり周りの人との間で問題に

なってしまうという事が非常に残念なこととして書かれていたのですが、発達障

がいの人が周りと衝突してしまうトラブルを起こしてしまう、これにつきまして

は、本人も生きづらさを感じているところなので、そこは社会的なソーシャルト

レーニングの機会等が必要ではないのかなと考えるところです。 

相良会長 ありがとうございました。ＤＶの加害者への対応という事については、今後、

多様性社会推進課の方で検討していくという可能性があるという事で良いので

すか。 

石川課長 具体的に、プログラムをというところまでは全然進んではなく、まずは、相談

に来ていただいたなかで、どの様に救っていくかという事が一番重要になってき

て、当然に加害者に対しても支援が必要になってくるのでそのコントロールのこ

とは、今後考えていかなければいけないと理解はしております。 

 現在、アンガーマネジメントのような講演を行ったり、そもそもＤＶについて、

その様な行為はＤＶに該当しますよという意識の改革も継続して進めまして、Ｄ

Ｖを行わないというような意識づくりの中から加害者も学んでいくというよう

な形にしていきたいと考えております。 

何れにいたしましても課題としては認識しております。以上です。 

相良会長 今後の課題としてもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

他にご意見等がございますか、はい、佐野委員どうぞ。 

佐野委員 １０ページの学校におけるデートＤＶについてですが、ニュースで沢山取り上

げられていて悲しい事件だと思うのですが、現在市内の高校の方に啓発ポスター

配付となってますが、これを大学とかにも配付することは可能なのでしょうか。 

大学も配付ということであれば、それをデータでいただければ、学生のポータ

ルサイトに公開することで全学生に周知できると思いますので是非それをお願

いしたいと思います。 

相良会長 それについて、事務局お願いします。 

稲垣主幹 現在は高校を対象に啓発を行っておりますが、今後対象を拡大する事が出来な

いか考えていきたいと思います。ご意見をありがとうございました。 

相良会長 ありがとうございました。他にご意見ございますか。 

それでは、市川市男女共同参画基本計画第４次ＤＶ防止実施計画 令和４年度
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の年次報告書については、その内容で公表してよろしいでしょうか。 

委員一同 【了承】 

相良会長 続きまして、議題３、その他に移りたいと思います。 

事務局から報告事項についてお願いします。 

稲垣主幹 議題３、報告事項についてご報告をさせていただきたいと思います。 

お手元の資料、パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る都市間連携に

関する資料をご覧ください。 

本市では、全ての人の人権が尊重され、性自認、性的指向にかかわらず、誰も

が自分らしく生きることができる社会を実現するため、パートナーシップ・ファ

ミリーシップ届出制度を令和４年２月１日から開始致しました。開始から現在ま

で、１年５か月が経過いたしましたが、この間、パートナーシップの届出が５０

件、ファミリーシップの届出が２件ございました。 

また、県内におきましても、パートナーシップ・ファミリーシップ制度を導入

する自治体が増えてきておりまして、近隣でパートナーシップ・ファミリーシッ

プ制度を導入しております、本市と千葉市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市の

６市で、今月１１日にパートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る都市間連

携協定を締結いたしました。この場をお借りいたしましてご報告をさせていただ

きます。 

この協定の締結により、連携都市間の転出入に際し手続きの簡素化が図られる

ことになります。 

具体的には、例えば本市（市川市）から制度利用者が、他の自治体に転出しパ

ートナー双方が市内に住所を有しなくなった場合は、現在交付されている届出受

理証明書等の返還等の手続きが本市において必要となっておりますが、この協定

を結ぶことによりまして、連携自治体へ転出する場合は、この返還手続きが不要

になります。 

また、制度利用者が他市から本市に転出してきた場合、本市でも制度を利用す

るためには改めて届出の手続きを行う必要があります。 

 この手続きの際には、届出書に戸籍全部事項証明書等の婚姻をすることができ

ることを証する書類の添付が必要になりますが、連携自治体から転入した場合

は、転出元の自治体で発行した届出受理証明書等を添付することにより、この戸

籍全部事項証明書等の添付を省略することが可能になります。 

 また、今後は協定を締結しました６市間で協力し、届け出制度の周知及び充実

を図って参りたいと考えております。ご報告は以上でございます。 

相良会長 パートナーシップ・ファミリーシップ制度に関する都市間連携について、事務

局から説明がありました。委員の皆様からご意見がございますか。 

はい、松本委員どうぞ。 

松本委員 パートナーシップ・ファミリーシップ制度の都市間連携について説明をありが

とうございます。 

パートナーシップの証明書についてですが、市川市に転入してきたら、市川市

の証明として使えるような手配をしていただけるというようなことになります
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か。 

石川課長 各市で各市の発行する証明を持った方が当該市では使いやすいであろうとい

う事で、自分で転出先に持っていくという事よりも、市川市に転入してきたので

あれば、市川市で改めて発行しお渡しすることになります。 

松本委員 ありがとうございます。更に、時間はかかってしまうのかもしれませんが、６

都市で共通の証明書の書式等にしていただけると、転入してきた際に改めて証明

書を再発行するなどの手間を省くことができると思いますので、今後、証明書の

共通化みたいなものも検討課題に含んでいただけると、更に発展していくかと思

います。よろしくお願いいたします。 

石川課長 今後、連携都市間で情報交換等を行いますので、そのような場所でご意見のあ

ったこと等を報告したいと思います。 

松本委員  よろしくお願いします。 

相良会長 それでは、西依委員お願いします。 

西依委員 事業の実施効果についてなのですが、パートナーシップという言葉を聞くと、

仕事の進め方とか色々な行政のやり方とかを情報交換して、包括的に効率化とか

質の向上を目指すと言うような事を含むと自分では理解をしてしまったのです

が、その様なことに対しても波及していくということはないのでしょうか。 

石川課長 事務的に、市が行う事務が軽減されるのかという事についてですが、ここでの

効果は、あくまでもご本人に対する効果という意味で記載させて頂いております

けれども、この記載は特に、連携をとって情報交換ができるというところが大き

いところかなと思っておりまして、この連携の輪を更に大きくしていくことで

様々な情報を収集できることが期待されますし周知することについても、協定に

参加した市長もおっしゃっておりましたが、輪が広がっていくことで制度の認知

度が広がっていくことも大きな効果であるとおっしゃっておりましたので、目に

見えない効果もあると思っております。 

西依委員 国際的な姉妹都市とか国際交流ですね、それはそれで意味のある事なのです

が、もっと国内のＩＴが進んでいる都市とかと交流し、学ぶとかという意味での

パートナーも極めて大事なことだと思うので、その辺りは期待したいですね。 

相良会長 ありがとうございます。他にご意見等がございますか。 

はい、松本委員お願いします。 

松本委員 意見というよりも、民間企業は、今こうなっていますという話になってしまう

のですが、パートナーシップ制度を採用される自治体がすごく増えましたので、

民間企業の提供するサービスでも、自治体の発行するパートナーシップ証明書を

ご提示いただければ、普通に通常の取り扱いを致します。という運用をする企業

が増えてきておりますので、例えば一緒にいる配偶者として選んだパートナーが

実は異性ではなく同性だったということで生きづらかったとか、トイレの利用な

どで差別があったりと悩み、また、医療面でホルモンバランスの崩れから、精神

的に不安定になって自殺に追い込まれるという話も聞きました。是非、この制度

は進めていってほしいし、この他にも施策の充実を図っていただきたいと思いま




